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長

大
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理

森

殿

衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に
よ
る
原
産
国
表
示
廃
止
の
可
能
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に
よ
る
原
産
国
表
示
廃
止
の
可
能
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
三
国
間
の
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
そ
の
全
て
に
つ
い
て
承
知

す
る
立
場
に
は
な
い
が
、
政
府
が
把
握
し
て
い
る
事
実
関
係
と
基
本
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
上
記
の
法
理
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

協
定
第
九
章
第
Ｂ
節
の
規
定
は
、
投
資
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
締
約
国
の
投
資
家
が
、
当
該
投
資
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
他

の
締
約
国
が
同
章
に
規
定
す
る
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
違
反
か
ら
生
ず
る
損
失
又
は
損
害
を
被
っ
た
場
合
、

当
該
投
資
家
が
締
約
国
の
投
資
家
と
し
て
被
っ
た
損
失
又
は
損
害
の
み
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
。


